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市民税課　 　 ０２７6-47-1932個人住民税の主な改正

改正基礎控除額
前年の合計所得金額 改正後基礎控除額

2400万円以下 43万円
2400万円超〜2450万円以下 29万円
2450万円超〜2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし 要　件　な　ど 改　正　後

扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下

ひとり親・寡婦に係る生計を一にする子等の総所得金額
等要件 48万円以下

要　件　な　ど 改　正　後

均等割が非課税となる合計
所得金額要件（非課税とな
る人）

扶養親族なし 28万円＋10万円以下

扶養親族あり 28万円×（扶養親族の人数＋１）
＋10万円+16万8000円以下

所得割が非課税となる総所
得金額等要件（均等割のみ
課税される人）

扶養親族なし 35万円＋10万円以下

扶養親族あり 35万円×（扶養親族の人数＋１）
＋10万円+32万円以下

障がい者、未成年、ひとり親・寡婦に対する
非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下

　e-Tax利用手続きが簡単になりました。国税庁
ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成
し、ＩＤとパスワードを入力するだけで申告ができ
ます。感染拡大防止のためにもe-Taxでの申告
書提出に協力ください。

　令和３年度に個人住民税の一部が改正になります。多くの皆さんの税額には
影響はありませんが、令和2年分の年末調整・確定申告の書類作成が大幅に変
わるので、注意してください。

●給与所得控除額を一律10万円引き下げ
※給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円です。
●公的年金等控除額を一律10万円引き下げ
※公的年金等の収入額が1000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万円

です。
●基礎控除の改正
　基礎控除額が３３万円から４３万円に引き上げられます。ただし、合計所得金額
に応じて控除額が減少します。

１０００万円を超える場合は１０００万円

それぞれ１０万円を超える場合は１０万円

「ひとり親」控除の創設
　婚姻歴や性別にかかわらず「ひとり親控除」（控除額30万円）が、次の全てに該
当する場合に適用されます。
　総所得金額等が48万円以下の生計を同じくする子を有する
　親の合計所得金額が500万円以下
　事実婚をしていない

寡婦控除の見直し
　従来から所得控除が認められていた寡婦で上記に該当しない人は、合計所得
金額500万円以下に限り、引き続き「寡婦控除」（控除額26万円）が適用されます。

非課税となる基準の変更

給与と公的年金の所得がある場合、所得金額調整控除が給与所得から控除され
ます。

扶養親族等の所得要件の変更

主な改正点

館林税務署・個人課税第一部門
０２７６-７２-９５０７

館林税務署 　 ０２７6-72-4373
個人住民税に関する問い合わせ
所得税（年末調整、確定申告）に
関する問い合わせ

おすすめポイント
●自宅で２４時間いつでも作成できます
●税額を自動計算できます
●会場の混雑を避けられます

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

給与収入金額が850万円を超える人は所得金額調整控除が適用されます。
要件（次のいずれかに該当する人）
ａ．本人が特別障害者である
ｂ．２３歳未満の扶養親族を有する
ｃ．特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

所得金額調整控除の創設

ひとり親控除・寡婦控除の見直し

給与所得 ＋ 公的年金等に係る雑所得 − １０万円 ＝ 控除額

昨年と同じ給与ですが、
税制改正で住民税の金
額が変わりますか？

扶養の範囲内で働きた
いのですが、給与の場
合、基準（103万円）は
変わりますか？

「ひとり親」「寡婦」控除
はどうすれば適用され
ますか？

給与収入が850万円までの人は所得控除
に変更がなければ税額に影響はありませ
ん。850万円を超えると税額が増える場合
があります。

事業所得（営業・農業）、不動産所得等のみ
の人（合計所得額が2400万円を超える場
合を除く）は減税となる場合があります。

扶養の要件が合計所得48万円以下に改正
されますが、給与収入に換算すれば103万
円以下で変わりません。

該当する人は、勤務先での年末調整または
所得税の確定申告などで適用されます。

Aさん
（会社員） Ｃさん

Ｄさん

住民税の金額はどのよ
うに変わりますか？

Bさん
（個人事業主）

日時・会場
11月10日㈫・11日㈬＝市役所本庁舎（２階ラウンジ）
12日㈭・13日㈮＝新田庁舎（１階）
午前10時30分〜午後3時
持ち物　運転免許証などの本人確認書類
※代理申請はできません。

※ＩＤ・パスワード発行は税務署でも随時
受け付けています。

e-Tax　ＩＤ・パスワード発行会
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前年と給与収入・事業所得額が同額で所得控除額などの条件が変わらない場合Q & A

詳しくはこちら▶︎

（ 給与等の収入金額 −850万円）×10％ ＝ 控除額

ごみ減量に
ご協力を!
ごみ減量に
ご協力を! 5月のごみ排出量5月のごみ排出量 生ごみは

捨てる前に一絞り
清掃センター　
   0276-31-8153

ごみ減量に
ご協力を!
ごみ減量に
ご協力を! 8月のごみ排出量8月のごみ排出量 清掃センター　

   0276-31-8153

ごみ量（可燃・不燃・粗大・資源・危険）
6961.47t（家庭系5451.66t、事業系1509.81t）

6332.49t（家庭系4649.53t、事業系1682.96t）
ごみ量（可燃・不燃・粗大・資源・危険） 生ごみは

捨てる前に一絞り


